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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 73,300株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式

単元株式数100株

　（注）１．募集の目的及び理由

本募集は、当社の従業員が、安定株主として企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるインセンティブと

なることを目的として、2019年３月８日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証

券届出書の対象となる当社普通株式の処分は、「譲渡制限付株式制度」（以下、「本制度」といいます。）

に基づき、2019年３月26日～2022年３月25日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先であ

る当社の従業員733名（以下、「割当対象者」といいます。）に対して支給された金銭報酬債権を現物出資

財産として給付させることにより、自己株式の処分の方法によって行われるものです。また、当社は、割当

対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。

そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第１項及び所得税法施行令第84

条第１項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

①　譲渡制限期間

2019年３月26日～2022年３月25日

上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）において、割当対象者は、当該

割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」といいます。）につき、第三者に

対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができ

ません（以下、「譲渡制限」といいます。）。

②　譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、監査役、執行役員及び従業員の

いずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由（定年等）がある場

合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたしま

す。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」といいます。）に

おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、

期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

③　譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の

いずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保

有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が

正当と認める理由（定年等）により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、監査役、執行役員

及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、割当対象者が保有する本割当株式の全部

につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

④　株式の管理に関する定め

割当対象者は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は

記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持す

るものといたします。

⑤　組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約

又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し

て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社

取締役会決議により、割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の

前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

２．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり（以下、「本自己株式処分」といい

ます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

は買付けの申込みの勧誘となります。
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３．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 73,300株 99,248,200 ―

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 73,300株 99,248,200 ―

　（注）１．第１［募集要項］　１［新規発行株式］　（注）１．「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特

定譲渡制限付株式を当社の従業員に割り当てる方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．現物出資の目的とする財産は本制度に基づく2019年３月26日～2022年３月25日までの期間に係る譲渡制限付

株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。

 割当株数 払込金額 内容

当社の従業員：733名 73,300株 99,248,200円 2019年３月26日～2022年３月25日の期間分

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,354 ― 100株 2019年３月25日 ― 2019年３月26日

　（注）１．第１［募集要項］　１［新規発行株式］　（注）１．「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特

定譲渡制限付株式を当社の従業員に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

４．本自己株式処分は、本制度に基づく2019年３月26日～2022年３月25日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬

として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありま

せん。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

日本システム技術株式会社　総合管理部 大阪市北区中之島二丁目３番18号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

― ―

　（注）　譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は

ありません。

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

― 2,500,000 ―

　（注）１．金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　本自己株式処分は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

第１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第46期）及び四半期報告書（第47期第３四半期）（以下、

「有価証券報告書等」という）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本

有価証券届出書提出日（2019年３月８日）現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更

の必要はないと判断しております。

 

第２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（2019年３月８日）ま

での間において、以下の臨時報告書を2018年６月27日および2018年８月31日に近畿財務局長に提出しております。

（2018年６月27日提出の臨時報告書）

１［提出理由］

　平成30年６月26日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告

書を提出するものであります。

 

２［報告内容］

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、平林武昭、大門紀章、伴浩明、佐々木優、土屋祐二、山科裕及び細江浩の７氏

を選任いたします。なお、山科裕及び細江浩の両氏は社外取締役であります。

 

第２号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する打ち切り支給の件

第１号議案にて再任された取締役７名及び本総会後も引き続き在任する監査役３名に対して、

本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内

において打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な

金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するこ

とに決定いたしました。

 

第３号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件

役員退職慰労金制度を廃止し、これに代わるものとして、株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢ

Ｔ（＝Board Benefit Trust））」の導入を決定いたしました。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案    （注）１ （注）２

平林　武昭 36,088 80 58  可決（93.9％）

大門　紀章 36,113 55 58  可決（93.9％）

伴　浩明 36,113 55 58  可決（93.9％）

佐々木　優 36,113 55 58  可決（93.9％）

土屋　祐二 36,113 55 58  可決（93.9％）

山科　裕 36,097 71 58  可決（93.9％）

細江　浩 36,102 66 58  可決（93.9％）

第２号議案    （注）３ （注）２

役員退職慰労金制度廃止に伴う取

締役及び監査役に対する打ち切り

支給の件

34,335 1,885 6  可決（89.2％）

第３号議案    （注）３ （注）２

取締役に対する株式報酬制度導入

の件
36,016 204 6  可決（93.6％）

　（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に

対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合

であります。

３．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当

日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

（2018年８月31日提出の臨時報告書）

１［提出理由］

　当社は、平成30年８月21日開催の取締役会において、マレーシアのVirtual Calibre SDN. BHD.（以下、「Ｖ

ＣＳＢ」といいます。）、Virtual Calibre MSC SDN. BHD.（以下、「ＶＣＭＳＣ」といいます。）の株式を取

得し子会社化すること、加えて、ＶＣＭＳＣがVirtual Calibre Consulting SDN. BHD.（以下、「ＶＣＣ」とい

い、ＶＣＳＢ、ＶＣＭＳＣとあわせて「Virtual Calibreグループ」といいます。）の株式を取得し、子会社化

することにより、当社の連結決算対象会社とすることについて決議いたしました。

　これにより、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の

２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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２［報告内容］

(1）取得対象子会社及び連結決算対象会社（Virtual Calibreグループ３社）の概要

①　名称
Virtual Calibre SDN.

BHD.

Virtual Calibre MSC SDN.

BHD.

Virtual Calibre

Consulting SDN. BHD.

②　代表者
Sosheel Kumar A/L

Tirathram Sharma

Sosheel Kumar A/L

Tirathram Sharma
Anuar Bin Mohd Ariff

③　所在地

1 Tech Park Bandar

Utama, Suite 6.01A &

6.01, Level 6, No.7,

Jalan Tanjung,

Bandar Utama, 47800

Petaling Jaya,

Selangor,Malaysia

1 Tech Park Bandar

Utama, Suite 6.01A &

6.01, Level 6, No.7,

Jalan Tanjung,

Bandar Utama, 47800

Petaling Jaya,

Selangor,Malaysia

1 Tech Park Bandar

Utama, Lot 7.08C, Level

7, No.7, Jalan Tanjung,

Bandar

Utama, 47800 Petaling

Jaya, Selangor,

Malaysia

④　設立年月日 2002年９月25日 2006年８月15日 2010年11月１日

⑤　主な事業内容
ソフトウェア開発、コンサ

ルテーション

ソフトウェア開発、マルチ

メディアアプリ

ＩＴマネージメント、コン

サルテーション

⑥　資本金
1,000,000

マレーシアリンギット

500,000

マレーシアリンギット

500,000

マレーシアリンギット

⑦　発行済株式数 1,000,000株 500,000株 500,000株

⑧　主要株主

Sosheel Kumar A/L

Tirathram Sharma

510,000株（51.0％）

Abraham Thomas

390,000株（39.0％）

Mathew Thomas

100,000株（10.0％）

Sosheel Kumar A/L

Tirathram Sharma

250,000株（50.0％）

Mathew Thomas

200,000株（40.0％）

Shamsiah Bt Samil

50,000株（10.0％）

Shamsiah Binti Samli

250,000株（50.0％）

Kumari Amita @ KIRON

DEVI A/P JAGRI

150,000株（30.0％）

Anuar Bin Mohd Ariff

100,000株（20.0％）

⑨　上場会社と当該会社との間

の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

 

(2）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態

①　Virtual Calibre SDN. BHD.

（単位：千マレーシアリンギット）
 

決算期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期

純資産 △853 △1,053 204

総資産 322 242 1,553

売上高 42 56 4,623

営業利益 △106 △193 1,323

経常利益 △114 △200 1,319

当期純利益 △114 △200 1,319
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②　Virtual Calibre MSC SDN. BHD.

（単位：千マレーシアリンギット）
 

決算期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期

純資産 17,515 20,587 21,123

総資産 22,362 23,104 24,808

売上高 38,023 38,849 44,840

営業利益 5,348 6,718 6,836

経常利益 5,296 6,714 6,823

当期純利益 5,244 6,267 5,535

 

③　Virtual Calibre Consulting SDN. BHD.

（単位：千マレーシアリンギット）
 

決算期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期

純資産 1,747 1,963 1,970

総資産 3,918 2,512 3,044

売上高 5,356 6,767 7,851

営業利益 1,038 219 9

経常利益 1,038 219 9

当期純利益 1,037 215 7

 

(3）当該会社の取得の理由

　当社グループは、JAST TECHNIQUES PTE. LTD.（シンガポール）及びJASTEC(THAILAND) CO., LTD.（タイ）

を中心に25年以上にわたりＡＳＥＡＮ地域でビジネスを展開しております。ＡＳＥＡＮ地域は、今後も引き続

き高い成長率と消費市場としての中間層の拡大が期待でき、市場としての可能性は高いものと考えておりま

す。

　Virtual Calibreグループは、マレーシアの独立系システムコンサルティング会社であり、ＥＲＰパッケー

ジであるＳＡＰ製品に係る導入、保守サポート等に特化した事業を営んでおります。また、国営エネルギー産

業を中心に大手企業を顧客として持つとともに、独自の収益モデルによる手堅い利益体質を堅持しておりま

す。

　この度、Virtual Calibreグループを当社グループに迎え入れることで、マレーシアのみならず、ＡＳＥＡ

Ｎ全域へのビジネス基盤拡大、在ＡＳＥＡＮの当社子会社の事業拡大及び中長期的な日本でのＳＡＰ事業拡大

のチャンスが拡がり、当社グループの成長力を更に促進できるものと判断し、Virtual Calibreグループを子

会社とすることにいたしました。

 

(4）当該会社取得の対価の額（概算額）

取得対価　　1,712百万円

付随費用　　　 68百万円

合計　　　　1,780百万円（３社合計）

 

(5）日程

①　取締役会決議日 平成30年８月21日

②　株式譲渡契約締結日 平成30年８月27日

③　株式譲渡日 平成30年９月30日（予定）
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第46期）

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

2018年６月27日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第47期第３四半期）
自　2018年10月１日
至　2018年12月31日

2019年２月14日
近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイド

ライン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

   平成30年６月26日

日本システム技術株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　嘉之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤川　賢　　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本システム技術株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

システム技術株式会社及び連結子会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本システム技術株式会社

の平成３０年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、日本システム技術株式会社が平成３０年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

   平成30年６月26日

日本システム技術株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井上　嘉之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 藤川　賢　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本システム技術株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第４６期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本シス

テム技術株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成31年２月８日

日本システム技術株式会社

　取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　嘉之　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤川　賢　　　　印

 

     

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本システム技

術株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日

から平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本システム技術株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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